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１．目的 

      H-IIAロケット24号機の打上げに際し打上げ実施機関である三菱重工業株
式会社より提示された飛行計画設定に係わるロケット機体構成、ロケット・衛
星の搭載推進薬量等、並びに、各種安全解析結果の妥当性を評価して、飛
行安全計画、地上安全計画を策定した。 

   ただし本計画策定のために実施した解析は、3月1日～6月30日の打上げに
対し有効である。 
    
 本資料は、H-IIAロケット24号機の打上げ概要及び飛行安全計画、地上安
全計画について説明する。説明に当たって、飛行経路に関しては、直近の類
似ミッションであるH-IIAロケット21号機との比較を中心に、主要項目について
説明する。 
 
   なお、個別安全計画は以下の文書による。 
    

   （１）飛行安全 

    ・H-IIAロケット24号機の打上げに係る飛行安全計画 

    ・H-IIAロケット24号機の打上げに係る飛行安全計画 別添 

 
（２）地上安全 
   ・H-IIAロケット24号機の打上げに係る地上安全計画 
   ・H-IIAロケット24号機の打上げに係る地上安全計画 別添 
    

 



 

                ２． H-ⅡAロケット24号機の打上げ概要              

              ２．１ 機体・ミッションの比較 

   24号機の主要諸元と、21号機との比較を以下に示す。 

項目 F24 F21 

機体型式 H-ⅡA２０２ H-ⅡA２０２ 

固体ロケット
ブースタ 

(SRB-A) 

２本 

（低燃速） 

２本 

（低燃速） 

フェアリング ４S（4mφ） ４/４D－LC（4mφ） 

投入軌道 極軌道 

（高度約630km） 

極軌道 

（高度約680km） 

ペイロード ・陸域観測技術衛星2号 

「だいち2号」 

（ALOS-2） 

 

・ピギー衛星：4機 

・第一期水循環変動観測
衛星 

「しずく」 

(GCOM-W1) 

・多目的実用衛星
(KOMPSAT-3) 

・ピギー衛星：2機 

SRB-A ： 2本 

衛星 

フェアリング：4S 
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ＪＡＸＡ 

法定保安責任者 

鹿児島宇宙センター所長 
(打上安全監理責任者) 

飛行安全室 

射場安全課 

射場技術開発室 

打上管制安全評価室 

              ２．２ 打上げの実施体制 

 打上げ時の全体体制を以下に示す。  

ＭＨＩ 

三菱打上サービス 
射場チーム長 

副長（ロケット・設備） 

打上げ執行責任者 

副長（打上げ運営） 

ミッション・マネージャ 

法定保安責任者 

打上げ執行責任者付 

システム安全評価担当 

・三菱重工業株式会社（MHI）の業務 
 打上事業者として、ロケット打上げを執行し、  
 衛星を所定の軌道に投入する。 

 

・宇宙航空研究開発機構（JAXA）の業務 
 打上げに際して、打上安全監理業務（地上安全 
 確保業務、飛行安全確保業務、及び、Y-0カウン 
 トダウン時の総合指揮業務等）を実施する。最終 
 的に、安全確保の観点から、MHIの打上げ執行 
 可否の判断を行う。 
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３．飛行安全計画 
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項 目 変更の有無、内容、理由 

まえがき 変更無し 

１．全般 

１．１ 飛行安全の目的 

１．２ 飛行安全の実施範囲 

１．３ 関連法規等 

打上げ号機／衛星名称の変更 

変更なし 

 

「ロケットによる人工衛星等の打上げに係る安全対策の評価基準」を最新のものに変更 

２．飛行経路の安全性 

２．１ 飛行経路 

 

変更有り（飛行安全計画 表１、図１、図７）。飛行計画の違いによる。 

２．２ 落下予想区域と海上警戒区域 

 

変更有り（飛行安全計画 図２、図３、図４、本資料３．４項、３．５項参照）。飛行計画の違いによ
る。 

２．３ 落下予測点軌跡 

 

２．４ 追尾系の電波リンク 

変更有り（飛行安全計画 図５）。飛行計画の違いによる。 

 

変更有り（飛行安全計画別添 図１、図２）。飛行計画の違いによる。 

２．５ 軌道上のロケット機体等の処置 変更無し 

３．飛行安全管制 

３．１ 飛行安全システム 

 

変更無し。 

３．２ 落下限界線の設定 

 

変更有り（飛行安全計画別添 図４、図５）。飛行計画の違いによる。 

  ３．１ 24号機と23号機との飛行安全計画の相違点（１／２） 

 24号機と23号機との飛行安全計画の相違点を以下に示す。 
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項 目 変更の有無、内容、変更理由 

４．航空機及び船舶に対する通報 

４．１ 航空機に対する通報 

４．２ 船舶に対する通報 

変更無し 

５．飛行安全組織及び業務 

 

変更無し 

６．安全教育・訓練 

６．１ 安全教育 

６．２ 飛行安全管制訓練 

６．３ 飛行中断時の情報連絡訓練 

 

変更無し 

７．ロケット飛行中断後の対策及び措置 

７．１ 射点近傍での飛行中断 

７．２ 遠方ダウンレンジでの飛行中断 

変更無し 

  ３．１ 24号機と23号機との飛行安全計画の相違点（２／２） 



３．２ 飛行経路 （１／３） 
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 24号機の飛行経路（機体現在位置）の全体図を下図に示す。 
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３．２ 飛行経路 （２／３） 

  24号機と21号機の飛行経路（機体現在位置）の相違を以下に示す。 
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３．２ 飛行経路 （３／３） 

  24号機と21号機の飛行計画（シーケンス・オブ・イベント）の相違を以下に示す。 

距離 高度 慣性速度

時　　分 秒 km km km/s

（１） リフトオフ 0 0 0 0 0.4

（２） 固体ロケットブースタ  燃焼終了* 1 55 35 51 1.5

（３） 2 5 45 59 1.5

（４） 衛星フェアリング分離 4 10 199 148 1.9

（５） 第１段主エンジン燃焼停止  （MECO） 6 36 482 301 3.6

（６） 第１段・第２段分離 6 44 504 313 3.6

（７） 第２段エンジン始動  （SEIG） 6 50 521 322 3.5

（８） 第２段エンジン燃焼停止  （SECO） 15 26 2765 676 7.5

（９） ＫＯＭＰＳＡＴ－３分離 16 16 3106 676 7.5

（１０） 下部衛星フェアリング分離（アダプタ部） 19 21 4367 679 7.5

（１１） 下部衛星フェアリング分離（シリンダ部） 19 26 4401 679 7.5

（１２） ＧＣＯＭ－W1分離 23 11 5939 683 7.5

打上経過後時間

固体ロケットブースタ  分離**

事     象

24号機 シーケンス・オブ・イベント 

【参考】21号機 シーケンス・オブ・イベント 

＊）燃焼室圧最大値の2%時点 

＊＊）スラスト・ストラット切断 

飛行安全管制 

終了時刻：896秒 

飛行安全管制 

終了時刻：891秒 

距離 高度 慣性速度

時　　分 秒 km km km/s

（１） リフトオフ 0 0 0 0 0.4

（２） 固体ロケットブースタ  燃焼終了* 1 55 43 47 1.6

（３） 固体ロケットブースタ  分離** 2 5 55 55 1.7

（４） 衛星フェアリング分離 4 30 260 150 2.1

（５） 第１段主エンジン燃焼停止  （MECO） 6 36 455 299 3.2

（６） 第１段・第２段分離 6 44 470 311 3.2

（７） 第２段エンジン始動  （SEIG） 6 50 482 320 3.1

（８） 第２段エンジン燃焼停止  （SECO） 15 14 2425 633 7.5

（９） ALOS-2分離 16 4 2768 633 7.5

（１０） RISING-2分離 25 0 6452 641 7.5

（１１） UNIFORM-1分離 29 10 8175 647 7.5

（１２） SOCRATES分離 33 20 9896 651 7.5

（１３） SPROUT分離 37 30 11617 654 7.5

打上後経過時間事     象
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３．３ 打上げ方位角および射点近傍落下限界線 

24号機と21号機の打上げ方位角の相違、および射点近傍落下限界線を下図に示す。 
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３．４ 落下予想区域 

24号機と21号機の投棄物落下予想区域の差異を下図に示す。 
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３．５ 海上警戒区域 

 24号機と21号機の海上警戒区域の差異を下図に示す。 
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４．地上安全計画 
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項目 変更の有無、内容、理由 

まえがき 打上げ号機を変更 

 

１．総則 打上げ号機／衛星名称を変更 

２．地上安全の目的及び範囲 変更無し 

３．関連法規 

３．１ 国内法令等 

３．２ 社内規定、基準等 

 

宇宙開発利用部会の評価基準を最新版に更新 

基準・要領については、本文に最新版を適用とあるため改定符号を削除  

４．搭載用保安物 衛星に搭載する保安物搭載量を変更  

（本資料４．２項、地上安全計画 表－１及び図－１参照） 

５．保安物貯蔵取扱施設設備 

５．１ 保安物 

５．２ 防災施設設備 

５．３ 施設設備の安全対策 

変更無し 

６．地上安全管制施設設備 夜間監視カメラをVABに移設 

（地上安全計画 別添 表－１及び地上安全計画 別添 図－１） 

４．１ ２４号機と２３号機との地上安全計画の相違点（１／２） 

２４号機と２３号機との地上安全計画の相違点を示す。 
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４．１ ２４号機と２３号機との地上安全計画の相違点（２／２） 

項目 変更の有無、内容、理由 

７．安全対策 

７．１ 射場整備作業の安全 

 

７．２ 発射整備作業の安全 

７．３ その他の安全対策 

７．４ 警戒区域の設定及び運用管理 

 

７．５ 船舶及び航空機に対する通報 

７．６ 射場の保安及び防御対策 

７．７ 液体推進薬流出拡散に対する 

    対策 

 

危険作業フローを変更 

（本資料別添２．２項、地上安全計画別添図－２参照） 

変更無し 

変更無し 

海上警戒区域を変更 

（本資料３．５項、地上安全計画 図－３参照） 

変更無し 

変更無し 

通報連絡範囲を変更  

（本資料４．３項、地上安全計画 図－４参照） 

８．地上安全組織及び業務 変更無し 

９．安全教育・訓練 

９．１ 一般安全教育 

９．２ 作業別安全教育訓練 

９．３ 総合防災訓練 

９．４ 海上警戒訓練 

変更無し  

１０．事故等発生時の対策及び措置 

１０．１ 警戒体制の発動 

１０．２ 事故等発生時の緊急措置 

変更無し 
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４．２ ロケット等搭載用保安物 (1/2) 

液体水素 
2.8t 

液体酸素 
14.1t 

液体酸素 
86.5t 

液体水素 
14.7t 

極低温ヘリウム 
85.5ℓ×３個 
(12.94MPaG) 

ヒドラジン 
108kg(最大) 

作動油 
84ℓ×１個 

常温ヘリウム 
84ℓ×３個 
(30.8MPaG) 

だいち２号 搭載 
ヒドラジン 120kg 
常温ヘリウム   
   447ℓ（1.86MPaG） 

 

常温ヘリウム 
84ℓ×１個 
(30.8MPaG) 

固体ロケットブースタ
（SRB-A)×２本 
 131.92ｔ 
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４．２ ロケット等搭載用保安物 (2/2) 

名 称 使 用 箇 所 ロケット等搭載量 法令上の種類等 

固体推進薬 
固体ﾛｹｯﾄﾌﾞｰｽﾀ(SRB-A) 
分離ﾓｰﾀ等 

１３１．９２ｔ ＊１） 
１０２．６kg ＊２） 

火薬類 

火 工 品 ﾛｹｯﾄ各段、SRB-A等＊３）       １１．０kg 

液化水素 
１段ＬＨ２タンク 
２段ＬＨ２タンク 

         １４．７ｔ 
          ２．８ｔ 

高圧ガス 

液化酸素 
１段ＬＯＸタンク 
２段ＬＯＸタンク 

       ８６．５ｔ 
        １４．１ｔ 

ヘリウムガス 

１段気蓄器  常 温 
    ８４．０ℓ×３個 
    （３０．８ MPaG） 

２段気蓄器 

  常 温 
    ８４．０ℓ×１個 
    （３０．８ MPaG） 

  極低温 
    ８５．５ℓ×３個 
    （１２．９４MPaG） 

だいち２号  常 温 
４４７ℓ 

（ １．８６MPaG） 

危険物＊４） だいち２号、 ２段ガスジェット       ２２８ｋｇ 
 危険物第４類 
  第２石油類等 
 毒物 

作動油 １段エンジン部       ８４ℓ×１個 
  危険物第４類 
   第３石油類 

（注）ロケット等に搭載する主な保安物は上記のとおりであり、搭載量の数量は標準値。 
＊１）ＳＲＢ－Ａ２本合計（最大） 
＊２）分離モータ、イグナイタの合計 
＊３）衛星、フェアリングの火工品を含む 
＊４）ヒドラジン（だいち２号，２段ガスジェット）の合計 

 ２４号機のロケット機体及び衛星搭載の保安物を以下に示す。 
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４．３ ガス拡散に係わる通報連絡 

ガス拡散に係わる通報連絡範囲を下図の通り設定した。 

参考（２３号機） ２４号機 

N

200 400 600 800 1000m

3

3000m

広田港

茎永

松原

新上里

吉信第１射点

広田

打上時の警戒区域

平山

竹崎漁港

通報連絡範囲

500m
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打上時の警戒区域

通報連絡範囲
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竹崎漁港
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